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対
象
住
宅

◎
空
家
住
宅
お
よ
び
新
築
住
宅

　
（
５
頁
の
と
お
り
）

申
込
資
格

① 

現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族
が
あ
る
者
。
た
だ
し
、

単
身
者
の
入
居
が
可
能
な
住
宅
を
除

く
。

② 

60
歳
以
上
の
単
身
高
齢
者
、
生
活
保

護
世
帯
な
ど
特
別
に
事
情
の
あ
る
者

（
申
込
時
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
）

③ 

条
例
に
定
め
る
収
入
基
準
（
下
表
）

に
該
当
す
る
者
（
収
入
基
準
は
公
営

住
宅
に
適
用
さ
れ
ま
す
）

④ 

市
町
村
税
を
完
納
し
て
い
る
者
（
軽

自
動
車
税
・
町
民
税
・
固
定
資
産
税
・

国
民
健
康
保
険
税
）

⑤ 

鬼
北
町
内
に
在
住
す
る
連
帯
保
証

人
２
人
を
確
保
で
き
る
者

⑥ 

申
込
者
（
同
居
親
族
を
含
む
）
が

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

＊ 

こ
こ
で
い
う
暴
力
団
員
と
は
「
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
」
第
２
条
第

６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い

い
ま
す
。
な
お
、
暴
力
団
員
で
あ

る
か
否
か
の
確
認
の
た
め
、
所
轄

の
警
察
署
へ
照
会
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

⑦ 

そ
の
他
鬼
北
町
営
住
宅
管
理
条
例

に
適
合
す
る
者

提
出
書
類

①
鬼
北
町
営
住
宅
入
居
申
込
書

② 

住
民
票
謄
本　

入
居
予
定
者
全
員

の
も
の

③ 

所
得
証
明
書　

市
町
村
町
長
が
発

行
す
る
課
税
台
帳
記
載
事
項
証
明

書
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
所
得
証

明
書
（
平
成
19
年
度
お
よ
び
20
年

度
）

※�

世
帯
全
員
の
収
入
が
わ
か
る
も
の

･･･

所
得
証
明
書
な
ら
世
帯
用

④ 

納
税
証
明
書　

市
町
村
長
が
発
行

す
る
平
成
20
年
度
納
税
証
明
書
ま

た
は
非
課
税
証
明
書
（
軽
自
動
車

税
・
町
民
税
・
固
定
資
産
税
・
国

民
健
康
保
険
税
）

⑤  

そ
の
他　

必
要
に
応
じ
て
関
係
資

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

建
設
課　

内
線
２
４
２

料
の
添
付
を
お
願
い
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

申
込
期
間

　

１
月
26
日
㈪
〜
３
月
９
日
㈪

申
込
先

　

建
設
課
都
市
計
画･

管
理
係
（
募
集

要
項
・
申
込
書
は
日
吉
支
所
に
も
備

え
付
け
て
あ
り
ま
す
）

　

で
き
る
限
り
本
人
が
関
係
書
類
を

持
参
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
好
ま
し

い
の
で
す
が
、
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
本
人
の
持
参
が
困
難
な
場
合

は
、
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

入
居
予
定
日

　

平
成
21
年
３
月
下
旬
〜
４
月
上
旬

入
居
者
決
定
方
法

　

公
開
抽
選

そ
の
他

・ 

所
得
基
準
等
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・ 

入
居
希
望
団
地
の
下
見
を
ご
希
望
の

方
は
、
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・ 

若
者
定
住
住
宅
に
つ
い
て
は
、
床
面

積
が
狭
小
な
た
め
、
単
身
も
し
く
は

２
人
世
帯
で
の
募
集
と
し
ま
す
。

入
居
基
準
お
よ
び
家
賃
算
定
に
つ
い
て

　

平
成
21
年
度
か
ら
公
営
住
宅
法
施

行
令
が
改
正
さ
れ
、
家
賃
算
定
上
の

基
準
と
な
る
収
入
区
分
と
家
賃
算
定

基
礎
額
が
変
わ
り
ま
す
。
入
居
者
募

集
は
平
成
20
年
度
に
行
う
た
め
、
従

来
の
基
準
で
行
い
ま
す
が
、
入
居
後

の
家
賃
算
定
は
実
際
に
入
居
す
る
平

成
21
年
度
の
基
準
で
行
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
の
家
賃
は
２
月
下
旬

に
算
定
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、

今
回
記
載
し
て
い
る
家
賃
は
全
て
平

成
20
年
度
の
家
賃
（
参
考
）
で
す
。

　

延
川
団
地
に
つ
い
て
も
現
在
算
定

中
の
た
め
、
昨
年
度
新
築
し
た
同
一

敷
地
内
の
団
地
に
か
か
る
家
賃
を
参

考
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

▲延川町営住宅

◎収入基準

種別 基準（所得月額）  基準額算定例

公営住宅

一般世帯
200,000円以下

高齢者、障害者等の世帯
268,000円以下

｛所得合計－控除額（扶養･特
定扶養･寡婦･障害･老人）×該
当人数｝÷12月

控除額
同居扶養 38万円　
特定扶養 20万円　
寡婦（夫） 27万円　
障害（1．2級） 40万円　
障害（3～6級） 27万円　

特定公共
賃貸住宅

200,000円を超え
601,000円以下


